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大学設置基準等改正要綱 

 

 

一 大学設置基準の改正 

１ 総則 

（一） 入学者選抜及び教育課程の編成について、学校教育法施行規則に定める三つの

ポリシー（「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」、「入

学者受入れの方針」）に基づき行うものとすることを明確化すること。 

（二） 大学は自己点検・評価、認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不

断の見直しを行うことを明確化すること。 

 

２ 教育研究実施組織等 

（一） 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位

の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編

制するものとすること。 

（二） 大学は、教育研究実施組織を編制するに当たっては、当該大学の教育研究活動

等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役

割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在

を明確にするものとすること。 

（三） 大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導

及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織

を編制するものとすること。 

（四） 大学は、教育研究実施組織及び厚生補導の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行

のための支援、大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、

財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営に必要な業

務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとすること。 

 

３ 基幹教員等 

（一） 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）

については原則として基幹教員（教育課程の編成その他の学部の運営について責任

を担う教員（助手を除く。）であって、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を

担当するもの（専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。）又は一年につき

八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同

じ。）に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させる

ものとすること。 

（二） 大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生

その他の大学が定める者（以下「指導補助者」という。）に補助させることができ、

また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を

担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることがで

きることとすること。また、大学は、学生等の指導補助者に対する必要な研修を行

うものとすること。 
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（三） 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び

規模に応じ定める基幹教員の数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定め

る基幹教員の数を合計した数以上とすること。 

（１） 別表第一及び別表第二に定める基幹教員数の半数以上は原則として教授とす

ることとし、四分の三以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とするこ

と。 

（２） 別表第一に定める基幹教員数には、一の基幹教員は、同一大学ごとに一の学

部についてのみ算入するものとする。ただし、複数の学部（他の大学若しくは専

門職大学に置かれる学部又は短期大学に置かれる学科を含む。）において、それ

ぞれ一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当する基

幹教員は、当該学部について当該基幹教員数の四分の一の範囲内で算入すること

ができることとすること。 

（３） 別表第二に定める基幹教員数には、別表第一の基幹教員数に算入した基幹教

員の数を算入しないものとすること。 

（４） 専門職学科を置く学部において基幹教員数として算入することができる、一

年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部の

運営について責任を担う基幹教員以外の者については、複数の学部について算入

する基幹教員の数等と合わせて、別表第一に定める基幹教員数の四分の一を超え

ないものとすること。 

 

４ 単位数の算定方法 

（一） 単位数を定めるに当たっては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教

育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間

までの範囲で大学が定める時間の授業をもって一単位として単位数を計算するも

のとすること。 

 

５ 校地、校舎等の施設及び設備等 

（一） 校地について、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流の場としての役割

を明確化すること。 

（二） 大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育

館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を

設けるものとすること。 

（三） 大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、

図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとすること。

また、研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては

必ず備えるものとすること。 

（四） 大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑

誌、電磁的方法により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を、図書

館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとすること。

また、図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の

専属の教員又は事務職員等を置くものとすること。 
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６ 教育課程等に係る特例制度 

（一） 教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成

果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であ

って、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について

自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公

表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を

受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、この省令上の特例対象

規定の全部又は一部によらないことができることとすること。 

（二） （一）の認定を受けた大学は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を

行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するも

のとすること。 

 

７ その他の改正事項 

（一） 一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とすること。 

（二） 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、

十五週その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとすること。 

（三） 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める

適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとすること。 

（四） 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることと

すること。 

（五） 専門職学科を設ける大学が当該専門職学科の一の授業科目について、同時に授

業を行う学生数は四十人以下であることを明示した上で、その例外が認められるの

は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効

果を上げることができると認められる場合であることを明確化すること。 

 

二 大学通信教育設置基準の改正 

１ 授業の方法等 

（一） 印刷教材等による授業に関し、印刷教材その他これに準ずる教材の内容をイン

ターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することも可能であ

ることを明確化すること。 

（二） 放送授業に関し、インターネット等を通じて提供する映像、音声等の視聴によ

り学修させる授業も含まれることを明確化すること。 

 

三 施行期日等 

１ この省令は、令和四年十月一日から施行すること。 

２ この省令の施行に伴い必要な経過措置等について定めること。 

３ 専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、

短期大学通信教育設置基準、専門職短期大学設置基準、高等専門学校設置基準等につ

いて、一及び二に関連する所要の規定の整備を行うこと。 


